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平成３０年 第２回 北海道議会定例会 予算特別委員会〔経済部審査〕開催状況 
 

                                                        開催年月日 平成３０年７月２日（月） 
                                                        質  問 者 民主・道民連合 笹田 浩 委員 
                                                        答 弁 者 環境・エネルギー室長、環境・エネルギ 
                                  ー室参事 

 

質     問     要     旨 

 

答     弁     要     旨 

 

二 新エネ導入加速化基金について 

 次に、新エネ導入の加速化基金について伺ってまいり

ます。平成２９年度に創設した「新エネルギー導入加速

化基金」では、平成２９年度に１２億円の積立を行い、

５年で６０億円、将来は１００億円規模として、新エネ

の導入拡大に取り組んでいるというふうに承知をしてい

ます。 

 

（一）モデル事業の進捗状況について 

（笹田委員） 

 そこで、「新エネルギー導入加速化基金」を活用した

平成２９年度の「エネルギー地産地消事業化モデル事業」

では、上士幌、弟子屈、南富良野、稚内の４地域がモデ

ル地域として認定されているわけですが、この各地域の

進捗状況と、平成３０年度の新規採択予定１件の事業概

要についてお伺いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）今後の基金事業について 

（笹田委員） 

 そこで、今後の基金事業についてお伺いしますけれど

も、新エネ導入加速化基金は５年で６０億、将来１００

億とのことでありますけども、現状でのモデル事業は５

年で２０億から２５億円の規模となっております。今後

の新たなモデル事業を追加する際の考え方についてお伺

いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 道内における多様な事業展開に向け、一貫したモデル

事業の推進に努めてまいるということでありますので、

更に多様な事業展開をここは期待をいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（北村参事） 

 各地域のモデル事業の状況についてでありますが、上

士幌町では、家畜ふん尿バイオガスプラントから電気を

酪農家や住宅に供給し、熱を農業利用するものであり、 

弟子屈町では、町民等の出資による地域エネルギー会社

が地熱発電による電気と熱水を公共施設などに供給する

ものであります。 

 また、南富良野町では、エネルギーマネジメントシス

テムにより木質バイオマス、LNG 及び雪氷冷熱を最適に利

用しようとするものであり、稚内市では、市の所有する

風力発電を活用し、複数の公共施設において最適に利用

するとともに、水素への変換及び活用を検討するもので

あります。 

 事業２年目の今年度は、事業規模や費用などの具体的

な検討を行い、３年目以降、発電設備の導入や需給シス

テムの構築等へと進む計画となっております。 

 また、本年度は、小規模集落でも応用可能なモデルに

ついて募集したところであり、現在選定作業を進めてお

り今後、事業計画の認定を行う予定であります。 

 

 

（北村参事） 

 新エネルギー導入加速化基金についてでありますが、

本道は地域における豊富で多様な新エネルギー資源に恵

まれており、その活用を加速化していくことが重要であ

ります。 

 道では、平成２９年度から５年間を集中期間として、 

先駆的な地産地消のモデルづくり、市町村等に対する設

計や設備導入への支援などに取り組んでおります。 

 今後とも、道内における多様な事業展開に向け、シス

テム検討から事業化まで一貫した事業モデルの推進など

により、エネルギーの地産地消の加速や地域ポテンシャ

ルの最大限の活用のほか、道有施設等への率先導入など

により新エネルギー導入の一層の加速に取り組んでまい

ります。 

 

 

 

 



 - 2 （了）- 

 

 

質     問     要     旨 

 

答     弁     要     旨 

 

（三）モデル事業の展開について 

（笹田委員） 

 「エネルギー地産地消事業化モデル事業」では、採択

地域の事業の目的の達成、これはもとよりでありますけ

れども、もう一つの大きな役割であります、各地域で得

られた成果の普及、他の地域への展開、これが重要だと

いうふうに考えますが、どのように展開し、どう取り組

んでいくのかお伺いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（環境・エネルギー室長） 

 新エネルギーの導入拡大に向けた取組についてでござ

いますが、モデル事業については、その取組状況や成果

の普及を通じ、他地域での展開につなげることが重要で

あります。 

 このため、事業の進捗状況や課題、成果などについて 

道内の市町村が参加する会議などで情報提供を行います

とともに、専門家の派遣による導入促進に向けたアドバ

イスの実施、設計や設備導入など取組の段階に応じたき

め細やかな支援を行うなどして、地域の特性や資源を効

果的に活用した取組を促進してまいります。 

 さらには、金融機関等と連携し、事業化に向けた多様

な金融支援の手法等を検討するなど、地域や企業、金融

機関等の方々と連携し、新エネルギーの導入拡大に取り

組んでまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 3 （了）- 

平成３０年第２回北海道議会定例会 予算特別委員会（経済部審査）  開催状況（経済部観光局） 
 
                                                  開催年月日  平成３０年７月２日 
                                                  質 問 者  民主・道民連合 笹田 浩 委員 
                                                  答 弁 者  観光振興監、誘客担当局長、観光局参事 

 

質  問  要  旨 

 

答  弁  要  旨 

 

三 ＩＲについて 

 

 

 

（一）法案成立後の対応について 
（笹田委員） 
 ＩＲ整備法案については、カジノ設置に関する国民
の不安を解消できず、様々な問題を積み残したまま、
今国会で審議が進められています。法案成立後、道は
どのようにこれに対応していくのか、お伺いします。 

 

 

 

 

 

 

 
（森参事） 
 法案成立後の対応についてでございますが、ＩＲにつ
いては、観光の振興や地域経済の活性化などの大きな推
進力になることが期待される一方で、ギャンブル依存症
などの社会的影響を懸念する声もあるところでござい
ます。道としては、現在国会で審議中のＩＲ整備法案の
動向を見極めながら、懸念される社会的影響対策をはじ
めまして、北海道に相応しいＩＲのあり方や優先すべき
候補地につきまして、さらに検討を進めてまいる考えで
ございます。 

 

 

（二）ギャンブル依存症対策について 
（笹田委員） 
 多くの道民が懸念しているギャンブル依存症につ
いて、道は体系的な対策を講じていくとしています。
しかし、具体的に体系的な施策が見えてきません。何
をどこまでやれば道民の不安が解消されると考える
のか。また、依存症対策だけで道民の不安は解消され
るのか、考えをお伺いします。 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
（森参事） 
 ギャンブル依存症などの対策についてでございます
が、ＩＲにおけるカジノ設置に関し、懸念されているギ
ャンブル依存症などについては、現在、国会で審議され
ているＩＲ整備法案に基づく規制に加えまして、依存症
対策基本法案による総合的な対策等を国や事業者と連
携し、効果的に推進することで、道民の方々の不安を解
消していくことが可能と認識しております。 
 道といたしましては、これらの法案の動向も見据えつ
つ、国や市町村、医療機関、民間団体等と連携を図りな
がら、体系的な依存症対策を講じますとともに、青少年
の健全育成や犯罪の予防といった影響対策につきまし
ても、関係機関との連携のもとで、実効性のある取組を
進めていくことが必要と考えております。 

 

  

（三）道民の理解について 
（笹田委員） 
 ＩＲ整備法案に基づく規制、依存症対策基本法案に
よる総合的な対策、それを受けて国や事業者と連携し
て、効果的に推進をする。そのことで道民の方々の不
安を解消することが可能だと認識している答弁です
けれども、その自信のある認識についてでありますけ
れど、具体的に不安を抱いている多くの道民に対し、
どのように理解を求めていこうとしているのか、お伺
します。 

 

 

 

 

 

 
（槇誘客担当局長） 
 道民への対応についてでございますが、道では、これ
までも、国が進める日本型ＩＲの意義や概要、ギャンブ
ル依存症対策などをテーマに、フォーラムやセミナーな
どを道内各地で開催いたしまして、多くの道民道民の方
々の理解の促進に努めてきたところでございます。 
 ＩＲ整備法案の成立後は、道民の方々の関心も高くな
ってくることなどを踏まえますと、これまで以上に丁寧
な情報発信が必要と考えており、道といたしましては、
様々な機会を活用し、今後検討を進めます北海道型ＩＲ
のコンセプトや依存症対策の方向性をお示ししていく
など、理解の促進に取り組んでまいります。 
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質  問  要  旨 

 

答  弁  要  旨 

 

（四）ＩＲ誘致の判断について 
（笹田委員） 
 これまでもフォーラムやセミナーで理解の促進に
努めてきた、そして成立後はこれまで以上に丁寧にや
ると、そして様々な機会を通じて、依存症対策の方向
を示していく、道民の方々の理解が得られると答弁で
したが、なんら具体的に何をやるというものが見えて
こないわけであります。マイナスの影響を直接受ける
のは道民であります。そのためにも道民の理解が不可
欠であります。不安解消が可能という認識の割には、
具体策があまりみえない気がします。そんな中では、
道民の理解は得られないと思います。 
 ＩＲの誘致については、「ＩＲ整備法案の審議の動
向も踏まえる」と答弁されておりますが、他府県では、
法案の成立を待つことなく、ＩＲの誘致を表明してい
るところもあります。これまで道は、法案が成立して
いないことを理由に、誘致の判断を先延ばししてきま
した。ＩＲ法案は今国会での成立を目指しております
ことから、審議の状況にかかわらず、道として判断す
る時期というのは、今のような気がしますが、見解を
お聞かせください。 

 

 

 
（本間観光振興監） 
 誘致の判断についてでありますが、現在、国会で審議
中のＩＲ整備法案が成立した場合には、 国において本
格的なＩＲ導入プロセスに入りますことから、ＩＲの誘
致を目指す全国の自治体や民間事業者の動きも一層活
発になるものと認識しております。 
 道としては、こうした動きを見極め、道議会でのご議
論はもとより、各分野の有識者をはじめ、幅広い方々の
ご意見を伺いながら、北海道に相応しいＩＲのあり方や
優先すべき候補地、さらには、懸念される社会的影響対
策などにつきまして、慎重かつスピード感をもって検討
を進め、基本的な考え方を整理していく中で、ＩＲの誘
致について適切に判断してまいる考えでございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（笹田委員） 
 慎重かつスピード感を持って検討を進め、適切に判
断するとの答弁でありますけれども、道は観光振興や
地域経済それと、社会的影響を天秤に掛けるような議
論調整のやり方は止めていただきたい。ＩＲで仮に大
きな利益が道内に配分されることよりも、ＩＲで一人
でも二人でも悲しい思いをする道民を作らない、行政
のやるべきことはそっちのほうだと思います。この際
反対の立場を明確にすべきと思いますけれども、ＩＲ
全般について知事に改めてお聞きしたいと思います。
議長の取り計らいをお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 - 5 （了）- 

平成３０年 第２回 北海道議会定例会 予算特別委員会〔経済部審査〕開催状況 
（労働政策局雇用労政課） 

 
                                                        開催年月日 平成３０年７月２日 
                                                        質  問 者 民主・道民連合 笹田  浩 委員 
                                                        答 弁 者 経済部長、労働政策局長、雇用労政課長 

 
質     問     要     旨 

 
答     弁     要     旨 

 
一 人材確保対策について 

（一）多様な人材の確保について 
 １ 外国人労働者の受け入れ拡大について 

（笹田委員） 
 先に閣議決定されました骨太の方針に、新たな在留資
格の創設が盛り込まれ、一定の専門性や技能を有し、即
戦力となる外国人労働者の受け入れを拡大する方針が示
されました。 
 道内では、外国人技能研修生の受け入れが、食料品製
造業などを中心に過去最高を記録する中、現実問題とし
て、人手不足を外国人に頼っている状況もあるわけであ
ります。 
 この人材確保の取組において外国人労働者をどのよう
に位置付けようとしているのか、所見を伺います。 
 
 
 

 
 
 
 
（雇用労政課長） 
外国人材についてでございますが、さまざまな業種で人

手不足が顕在している本道におきましては、女性や高齢
者、若者など多様な働き手の就業促進を図ることが必要
でございます｡ 
 加えて、グローバル化の進展や外国人観光客の増加に 
対応するためには、国際的視野や専門的な知識、技能を
有する外国人材を受け入れていくことが今後ますます重
要になると考えております｡ 
 このため、道といたしましては、外国人留学生の道内
就職の促進に向け、経済団体などと連携し、就職活動に
関する相談対応や道内企業の魅力発信、マッチング支援
を実施するなど、本道において、より多くの外国人材に
活躍してもらえるよう取り組んでまいります。 

 
【指摘】 
（笹田委員） 
 今の現状からすればですね、答弁にあったとおり外国
人材を受け入れていくことが、今後ますます重要になる
というそういう認識で答弁されましたけれど、外国人留
学生のマッチング支援を実施するという程度ではなく
て、もうちょっとさらに、踏み込んでいった方がいいと
いうふうに思います。これ指摘します。 
 それとまた、骨太の方針も出されているわけですが、 
これ具体的にどういうような中身になるかわかりません
けども、この分もしっかりと注視していただきたいとい
うことを指摘させていただきます。 
 
 ２ 就業環境の改善について 
（笹田委員） 
 次に、「働き方改革推進方策」において、外国人のほ
か、女性や高齢者など多様な人材の活躍により、労働力
人口の増加を図るとしております。 
 一方で、道内では、依然として非正規雇用労働者の割
合が高いというのが現状であって、人手不足の解消に向
けては、単なる数合わせに終わることなく、非正規労働
者の正規化などを、一人ひとりの生活水準向上につなが
る、そして就業環境の改善を同時に進める必要があると
考るわけでありますが、道はこの推進本部において、ど
のように対応しようとしているのか、所見を伺います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（笹田委員） 
  働き方改革も法律が整備されましたし、北海道の中小
企業は再来年からいよいよ施行されるわけでありますけ
ども、同一労働同一賃金と非正規と正規雇用というのは、
ほぼイコールの課題でありますし、今言った事例集を作
成するにあたっても、これから将来にわたって、本当に
こう、そういう非正規の人たちがどれくらい正規職員で
働いていきたいと思っているのかというようなところを
しっかりと抑えていって、やっていただきたいというふ
うに思います。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（労働政策局長） 
 就業環境の改善についてでございますが、人手不足が
深刻化する中、人材の確保や定着を図る観点からも、非
正規雇用労働者の正社員化など、就業環境の改善を進め、
全ての人々がいきいきと働ける職場環境づくりが重要と
認識をしております。 
 道では、これまで、働き方改革支援センターにおきま
して、就業環境の改善等についての企業からの相談に対
応するとともに、人手不足が顕著な業種について実態調
査を行い、非正規雇用労働者の正社員化や処遇の改善、
長時間労働の是正といった働き方改革プランをとりまと
めたところでございます。 
 道といたしましては、本年度、非正規雇用労働者の処
遇改善なども含めた働き方改革の優良事例集を作成する
こととしており、「人材確保対策推進本部」を通じまし
て、業界団体や関係機関にこうした改革プランや優良事
例集を普及するなど、全庁一体となって、働きやすい職
場環境づくりに向けた取組を推進してまいります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 - 6 （了）- 

 
質     問     要     旨 

 
答     弁     要     旨 

 
（二）人材確保対策推進本部について   

    １ 取組の方向性などについて 
（笹田委員） 
  次に、そこで今出てた人材確保推進本部について伺っ
てまいりますが、先の代表格において、我が会派から人
材確保対策の取組について質したところ、道からは、人
材確保対策推進本部のもと、関係部局の連携により全庁
一体となって推進する旨の答弁がありました。推進本部
における取組の方向性と、今年度の具体的な取組につい
てお伺いいたします。 
 
 
 

 
 
 
（雇用労政課長） 
人材確保に向けた取組についてでございますが、道で

は、本道における人材確保対策を関係部局が連携して効
果的に推進するため、人材確保対策推進本部を立ち上げ
たところでございます。 
 道といたしましては、この推進本部を通じて、人材確
保に関する各部局の取組の総合的な調整を行い、本年度
は、合同企業説明会や職場見学会、インターンシップな
どを通じた業界等の情報や魅力の発信、働き方改革の優
良事例や改革プランの普及による働きやすい環境整備の
促進などについて取り組んでまいります。 

 
 ２ 各分野の連携について 
（笹田委員） 
 その人材確保対策推進本部においては、各所管部の施
策を総合調整し、連携を図るとしているほか、国や業界、
庁外の連携も進めることというふうなことでありますけ
ども、個人的には、そんなの作らなくても日常的にでき
るんじゃないのかな、という気はします。しかし、実際
は、やっている中身を見ますと、従前と変わらず、個別
施策の継ぎ継ぎ、継ぎはぎで、実効が上がらずこれまで
と同じではないか。推進本部が、各部縦割りの単なる情
報交換会議みたいなものになってしまわない、そのため
にも、個別分野の枠を超えた庁内外の連携を具体な形に
して、より効果の高い取組を推進すべきであるというふ
うに思いますが、道の考えをお聞かせください。 
 
 
 ３ 推進本部の体制などについて 
（笹田委員） 
 答弁のとおりなんでしょうけども、さらに聞いてまい
りますけども、推進本部の体制についてでありますけど
も、代表格質問で我が会派からも指摘したとおり、推進
本部の設置を、より実効性の高い人材確保の取組に繋げ
るためには、各地域の産業構造や、産業毎の人手不足の
状況や課題を具体的に把握した上で、推進本部が牽引力
のある計画を策定するなど、体制の充実を図る必要があ
ると考えますが、所見を伺います。 
 
 
 
 
 

 
 
（労働政策局長） 
 人材確保対策の推進についてでございますが、全国を
上回るペースで人口減少や少子高齢化が進行しておりま
す本道におきましては、若者や外国人留学生などの道内
就職や職場定着の促進、Ｕ・Ｉターンなどによります道
外からの人材の誘致、多様な人材の活躍の促進などの取
組を人材確保対策として推進をしていくことが重要でご
ざいます。 
  道といたしましては、人材確保対策推進本部を通じま
して、さまざまな施策に関し、情報の共有を図るととも
に、業界等の情報や魅力の発信などに向けまして関係部
局に加え関係団体とも連携をして取り組むなど、人材確
保に向けた取組を効果的に展開してまいります。以上で
す。  
 
 
（経済部長） 
 人材確保対策推進本部についてでありますが、本道に
おいて喫緊の課題となっております人材確保対策の推進
にあたりましては、各地域における雇用情勢や産業の動
向を的確に把握するとともに、振興局を含めた関係部局
が連携をし、情報を共有しながら、働き方改革推進方策
に基づく取組を推進していくことが重要と考えておりま
す。 
 道といたしましては、人材確保対策推進本部を通じて、
地域の状況や振興局の取組などについて情報共有を図る
とともに、人材確保対策の総合的な調整を行い、業界等
の情報や魅力の発信、道外からの人材誘致、多様な人材
の活躍の促進などの取組を全庁が一体となって効果的に
推進してまいります。以上でございます。 

 
（笹田委員）  
  ありがとうございます。人材確保対策なくては、道内
産業はまわりません。大変重要な課題でありますし、こ
の取組、推進本部の体制など聞いてまいりましたけども、
まだ不十分というふうに思いますので、これ全般につい
て知事に改めて確認させていただきたい。委員長におか
れましては、配慮のほどよろしくお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


